
親子環境学習サマースクール補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 建部の豊かな自然の中で，自然環境や循環型社会の仕組みなどについて，親子で

学習体験活動を行い，環境保全の大切さについて理解を深めるため，予算の範囲内にお

いて補助金を交付するものとし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，

岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定め

るところによる。

（定義）

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。

（補助事業）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，親子環境学習

サマースクールinたけべ実行委員会が実施する「親子環境学習サマースクールinたけ

べ」に関する事業とする。

（補助事業者）

第４条 補助事業者は，親子環境学習サマースクールinたけべ実行委員会とする。

（補助金額）

第５条 補助金額は，補助事業に要する経費のうち，岡山市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）が定めた額とする。

（交付の申請）

第６条 規則第５条第２項の規定により，同条第１項第４号の書類の添付は要しないもの

とする。

（着手届及び完了届の免除）

第７条 規則第１５条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は要しない。

（補助金等の完了前交付）

第８条 規則第１９条第１項ただし書の規定により，同条第２項に定める補助金等交付請

求書の提出があった場合であって，教育委員会が事業を実施するに当たり必要と認める

ときには，補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付するものとする。

（委任）



第９条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，教育委員会

が別に定める。

附 則

この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２３年６月８日から施行する。


